
伊勢原市市営住宅家賃滞納整理事務処理要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、伊勢原市市営住宅の家賃（以下「家賃」という ）を滞納する入居。

者（以下「滞納者」という ）に係る滞納整理事務を適切に処理するために必要な事項。

を定める。

（納付指導）

第２条 市長は、滞納者に対し、次に掲げる納付指導を行う。

(1) 伊勢原市市営住宅条例（平成９年伊勢原市条例第１２号。以下「条例」という ）。

第３３条第２項に規定する納期限までに家賃を納付しなかった滞納者に対して、納

期限の翌月２０日までに、納期限の翌月末日を納付期限に指定した督促状（第１号

様式）を送付する。

(2) 督促状の納付期限までに家賃を納付しなかった滞納者に対して、電話催告及び臨戸

訪問により前項の納付指導を行う。

(3) 前号の臨戸訪問を行った場合において、当該滞納者が不在のときは、連絡票（第２

号様式）を戸口に投函する。

２ 前項の納付指導により、滞納者が条例第３２条の規定に該当し、家賃の減免又は徴収

の猶予をすることができると認められる場合は、伊勢原市市営住宅条例施行規則（平成

９年伊勢原市規則第２２号。以下「規則」という ）第２２条第１項の規定による申請。

について指導を行う。

（家賃滞納者整理票の作成）

第３条 前条第１項第２号の規定による納付指導を行った滞納者については、家賃滞納者

整理票（第３号様式）を作成し、経過を記録する。

（納付指導の強化）

第４条 市長は、３か月分以上の家賃の滞納者に対して、催告書（第４号様式）及び呼出

状（第５号様式）を送付するとともに、当該滞納者の保証人に対して、家賃納付指導依

頼書（第６号様式）を送付して納付指導を強化する。

２ 前項の指導により滞納家賃の分割納付を申し出た滞納者に対して、これを認める場合

は、滞納家賃分割納付誓約書（第７号様式）を提出させる。

（最終催告）

第５条 市長は、６か月分以上の家賃の滞納者のうち、次の各号のいずれかに該当するも

のに対して、最終催告書（第８号様式（その１、その２ ）を内容証明付配達証明郵便）

により送付する。

(1) 呼出しに応じない者

(2) 滞納家賃分割納付誓約書を提出しない者

(3) 滞納家賃分割納付誓約書のとおりに履行しない者

（明渡請求）

第６条 市長は、前条の規定による最終催告書の指定期限までに滞納家賃を完納しなかっ

た者又は最終催告にもかかわらず分割納付誓約のとおりに履行しない者に対して、市営

住宅明渡請求書（規則第３０号様式）を内容証明付配達証明郵便により送付するととも

に、直ちに家賃の調定を停止する。



２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市営住宅明渡請求

書の送付を猶予することができる。

(1) 滞納者又は同居の親族が、傷病等で長期の療養を必要とし、そのため多額の出費を

余儀なくされていると認められる場合

(2) 主たる生計維持者が死亡した場合

(3) 不慮の災害にあった場合

(4) 最終催告書の指定期限までに滞納家賃の一部を納付し、かつ、滞納家賃分割納付誓

約書を提出した場合（既に滞納家賃分割納付誓約書を提出している場合を除く ）。

(5) その他やむを得ない特別の事情があると認められる場合

（提訴）

、 、 、第７条 市長は 前条第１項の規定による請求に応じない者に対して 議会の議決を経て

市営住宅明渡請求及び滞納家賃支払請求について速やかに管轄する裁判所に提訴する。

（強制執行の申立て）

第８条 市長は、裁判に勝訴した場合及び裁判上の和解（調停、即決和解を含む ）をし。

て債務名義が確定したにもかかわらず滞納者が履行しなかった場合は、次に掲げる手続

について管轄する裁判所に強制執行の申立てを行う。

(1) 住宅の明渡し

(2) 動産の差押え

(3) 給与債権の差押え

（不納欠損処分）

第９条 催告等の納付指導をしたにもかかわらず納付されない家賃が、別に定める市営住

宅家賃の不納欠損基準に該当する場合は、当該基準に基づき欠損処分を行う。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成１７年９月１日から施行する。

附 則

この告示は、平成１８年３月１日から施行する。

附 則（平成２５年３月２９日告示第８０号）

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（令和３年５月６日告示第１１４号）

この告示は、公表の日から施行する。



第 1 号様式（第 2 条関係） 

備考 延滞金の乗率は、伊勢原市税外収入金の督促及び延滞金徴収条例の規定に準じる。 

伊建指第   号 

年  月  日 

    住宅  号棟   号室 

              様 

 

伊勢原市長               

      

住宅使用料の滞納について（督促） 

 

あなたに賃貸している市営住宅の使用料が支払われておりません。下記の納付期日までに、必

ずお支払いください。 

なお、御承知のことと存じますが、各月の納期を過ぎると納期限の翌月から納付の日までの日

数に応じ、最初の１ヶ月は年＊＊％。それ以降は、年＊＊＊％の割合で計算した額の延滞金が加

算されます。 

また、使用料を３ヶ月以上滞納されますと、市営住宅の明渡し請求の対象となりますので、御

注意ください。 

 

1 滞納額 

（    年度）＠         円×  ヶ月＝      円（              年 月分） 

 

合計額       円 

 

2 納期限      年  月  日（ ）  

 

※ なお、この通知は、  月  日現在、    年  月～    年  月分の住宅使用

料の納付が確認できない方に送付していますが、この通知以前に納付された場合には、行き違

いですので御了承ください。 

 

     事務担当は建築指導課建築住宅係 

電話：94-4711 内線 2231 

 



第 2 号様式（第 2 条関係） 

年  月  日 

 連 絡 票 

 

   住宅  号棟   号室 

              様 

 

伊勢原市役所 建築指導課建築住宅係  

担当：         

  電話：94-4711 内線 2231  

 

 

あなたに賃貸している市営住宅の家賃が平成  年  月  日現在完納されておりません。 

合計金額        円が滞納となっておりますので、本日  時  分にその請求に伺い

ましたが御不在でした。 

 つきましては、次の○印のついた事項について、そのとおり履行してください。 

 

1     年  月  日までに伊勢原市役所建築指導課建築住宅係へ御連絡ください。 

2     年  月  日 午前・午後   時頃に伊勢原市役所建築指導課建築住宅係へお越し

ください。 

3     年  月  日までに滞納家賃をお支払いください。 

4     年  月  日 午前・午後   時頃に再度訪問しますので、都合がつかない場合は

前もって御連絡ください。 

 

お断り 

 既に滞納家賃を全額納付された方にも連絡票が投函されることがあります。その際は行き違い

ですので、御容赦ください。 

       



第 3号様式（第 3条関係） 

市 営 住 宅 家 賃 滞 納 者 整 理 票 

住 宅 名  住宅番号 入 居 者 氏 名  電 話 番 号  住   所 入居年月日 退去年月日 

             

家

族

状

況 

氏 名  続柄 生 年 月 日 勤 務 先  勤務先電話番号 年収(円)  
(変 更) 

勤 務 先  勤務先電話番号 年収(円) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

退去後住所等  
郵 便 番 号  住 所 電 話 番 号  

      

 

■ 保証人 

当

初 

氏 名 電 話 番 号  郵 便 番 号 住 所 勤 務 先 勤務先電話番号 

            

変

更 

氏 名 電 話 番 号  郵 便 番 号 住 所 勤 務 先 勤務先電話番号 

            

 

 ■ 納付誓約書の状況 

第1回 

提 出 年 月 日  納 付 回 数 等  履 行 状 況  

第2回 

提 出 年 月 日  納 付 回 数 等  履 行 状 況  

年  月  日 
一括納付 

分割納付(  回) 

履行中断 

年 月 日 
年  月  日 

一括納付 

分割納付(  回) 

履行中断 

年 月 日 



第 3号様式（第 3条関係） 

 ■ 滞納明細及び家賃の状況(単位：円) 

  年度以前 年度 年度 年度 年度 年度 
督 促 状 全 部 又 は 一 部

納 付 年 月 日 発行年月日 指 定 期 限 未 着 理 由 

4 月                     

5 月                     

6 月                     

7 月                     

8 月                     

9 月                     

10月                     

11月                     

12月                     

1 月                     

2 月                     

3 月                     

合計                     

  

■ 催告書等の状況 

  発送年月日  指 定 期 限  未 着 理 由  滞納金額(円) 左 記 の 内 容 

催 告    年 月 日   年 月 日       年 月分から  年 月分までの 箇月分 

呼 出 状    年 月 日   年 月 日       年 月分から  年 月分までの 箇月分 

最 終 催 告    年 月 日   年 月 日       年 月分から  年 月分までの 箇月分 

明 渡 請 求    年 月 日   年 月 日      



第 3号様式（第 3条関係） 

 ■ 納付指導の処理経過 

処理年月日 処 理 内 容 取扱者 確認者 

  

 
    

 

 相手方 

  

   
    

  

  相手方 

  

  
    

  

  相手方 

  

   
    

  

  相手方 

  

  
    

  

  相手方 

  

   
    

  

  相手方 

  

  
    

  

  相手方 

  

  
    

  

  相手方 



第 3号様式（第 3条関係） 

■ 納付指導の処理経過 

処理年月日 処 理 内 容 取扱者 確認者 

  

 
    

 

 相手方 

  

   
    

  

  相手方 

  

  
    

  

  相手方 

  

   
    

  

  相手方 

  

  
    

  

  相手方 

  

   
    

  

  相手方 

  

  
    

  

  相手方 

  

  
    

  

  相手方 



第 4 号様式（第 4 条関係） 

備考 延滞金の乗率は、伊勢原市税外収入金の督促及び延滞金徴収条例の規定に準じる。 

伊建指第   号 

年  月  日 

催 告 書 

 

    住宅  号棟   号室 

              様 

 

伊勢原市長               

      

 

あなたに賃貸している市営住宅の家賃が次のとおり滞納となっていますので、指定期限までに

納付してください。滞納家賃に対しては、年＊＊＊％の延滞金が加算されます。 

なお、一括納付が困難な場合、又は生活に困窮したり、病気や災害等により家賃の支払いが困

難な場合は、次の連絡先に御相談ください。 

お支払い又は御連絡のないときは、保証人に対し使用料納付指導依頼書を送付します。 

 

年  月  日現在 

 

 

請求金額 

 

 

 

年度   月分 

 

滞納家賃           円 

指定期限 年  月  日 

 

お断り 

 既に滞納家賃を全額納付された方にも催告書が送付されることがあります。その際は行き違い

ですので、御容赦ください。 

 

     事務担当は建築指導課建築住宅係 

電話：94-4711 内線 2231  



第 5 号様式（第 4 条関係） 

伊建指第    号 

年  月  日 

呼 出 状 

 

   住宅  号棟  号室               

様 

 

伊勢原市長               

      

 

あなたが滞納している市営住宅の家賃について、これまで再三にわたり完納するよう催告して

きましたが、いまだに支払われておりません。 

つきましては、今後の償還方法について話し合いを行いますので、次の日時に来庁してくださ

い。来庁されなかった場合は市営住宅の明渡しを求めることになります。 

なお、この呼出状と同時に、保証人に対し家賃納付指導依頼書を送付しましたので申し添えま

す。 

 

1 滞納家賃            円（    年  月  日現在） 

2 日時         年  月  日（ ） 午   時  分 

3 場所     伊勢原市田中 348 番地 

         伊勢原市役所 建築指導課建築住宅係 

4 持参品 

 (1) 本呼出状 

 (2) 印鑑 

 

お断り 

 既に滞納家賃を全額納付された方にも呼出状が送付されることがあります。その際は行き違い

ですので、御容赦ください。 

 

      事務担当は建築指導課建築住宅係 

電話：94-4711 内線 2231 



第 6 号様式（第 4 条関係） 

伊建指第    号 

年  月  日 

家賃納付指導依頼書 

 

              様 

 

伊勢原市長               

      

 

あなたが保証人になっていらっしゃる市営  住宅  号棟   号室       様の家

賃が、    年  月  日現在、次のとおり滞納となっています。 

当市は、これまで再三にわたる催告を本人に対して行ってきましたが、未だに納付されていま

せん。つきましては、保証人であるあなたからも家賃を完納するよう指導をお願いします。 

 なお、本人に対し次の日時に来庁するよう呼出状を送付しています。一度に支払が困難な場合

は、分割納付等の相談にも応じますので、必ず来庁するよう指導をお願いします。 

 

1 滞納家賃            円（    年  月  日現在） 

2 本人呼出日時        年  月  日（ ） 午   時  分 

 

 

お断り 

 既に滞納家賃を全額納付された場合にも依頼書が送付されることがあります。その際は行き違

いですので、御容赦ください。 

 

      事務担当は建築指導課建築住宅係 

電話：94-4711 内線 2231 



第 7 号様式（第 4 条関係） 

年  月  日 

 滞納家賃分割納付誓約書 

 

伊勢原市長 殿 

 

 住 宅 名           住宅    号棟      号室 

 住 所  伊勢原市                   電話 

 入居者氏名 
                         

［署名をしてください］ 

私は、現在居住している市営住宅の家賃及び延滞金について、次の誓約事項のとおり支払うこ

とを誓約します。 

この誓約事項を怠った場合は、市営住宅の使用許可を取り消されても異議を申し立てず、かつ、

市営住宅の明渡しに異議なく応じることを誓約します。 

■誓約事項 

１ 次の滞納家賃及び延滞金を毎月期限までに支払います。 

 項 目          滞納月数 金  額 

 家   賃 平成  年  月分 から 平成  年  月分          円 

 延 滞 金 滞納金額及び滞納期間により算出した額               円 

 

２ 滞納家賃を次の納付計画表のとおり支払います。 

 回 数     支 払 期 限 金  額 納
※伊勢原市記入欄

 入 日 

  １ 平成  年  月  日         円 平成  年  月  日 

２     

  ３     

  ４     



第 7 号様式（第 4 条関係） 

回 数     支払期限 金  額 納
※伊勢原市記入欄

 入 日 

  ５ 平成  年  月  日          円 平成  年  月  日 

  ６    

  ７    

  ８     

  ９     

１０    

 １１     

１２     

 １３    

 １４    

 １５    

 １６    

合計    

 

３ 滞納金を２の金額及び納入日により算出した金額のとおり支払います。 

４ 納入通知書の支払期限までに納入します。 

  また納入後、直ちに建築指導課建築住宅係に支払いの事実を報告します。 

 ※伊勢原市記入欄 

 所見欄 

 



第 8 号様式（その 1）（第 5 条関係） 

伊 い い 建 指 い い Ｓ Ｗ 伊 建 指 第 ● ● ● 号   

平 成 ● ● 年 ● ● 月 ● ● 日   

最 終 催 告 書  

    

 ● ● 住 宅 ● 号 棟 ● ● ● 号 室   

 ● ● ● ● 様  

伊 勢 原 市 田 中 ３ ４ ８ 番 地  

       伊 勢 原 市 長       □印  

 あ な た に 賃 貸 し て い る 市 営 住 宅 の 家 賃 が 、

再 三 の 督 促 及 び 催 告 に も か か わ ら ず 次 の と お

り 滞 納 と な っ て お り 、 納 付 に つ い て 誠 意 が み

ら れ ま せ ん 。 言 う ま で も な く 市 営 住 宅 は 家 賃

の 納 付 を 条 件 に 入 居 が 認 め ら れ て い る も の で

あ り 、 こ の ま ま の 状 態 を 放 置 す る こ と は で き

ま せ ん 。 つ い て は 、 滞 納 家 賃 の 全 額 を 指 定 期

限 ま で に 支 払 っ て く だ さ い 。 全 額 を 指 定 期 限

ま で に 納 付 さ れ な い 場 合 は 、 市 営 住 宅 の 使 用

許 可 を 取 り 消 し 、 明 渡 し を 請 求 し ま す 。 家 賃

の 支 払 い 及 び 市 営 住 宅 の 明 渡 し に 応 じ な い 場

合 は 訴 訟 を 提 起 し ま す 。           

１ 指 定 期 限  平 成 ● ● 年 ● ● 月 ● ● 日  

２ 滞 納 家 賃            円 及 び  

      滞 納 に 伴 う 延 滞 金 の 合 計 金 額  

３ 滞 納 期 間  平 成 ● ● 年 ● ● 月 分 か ら  

 及 び 月 数    ● ● 年 ● ● 月 分 ま で  

の う ち    箇 月 分  



第 8 号様式（その 2）（第 5 条関係） 

伊 い い 建 指 い い Ｓ Ｗ 伊 建 指 第 ● ● ● 号   

平 成 ● ● 年 ● ● 月 ● ● 日   

最 終 催 告 書  

    

 ● ● 住 宅 ● 号 棟 ● ● ● 号 室   

 ● ● ● ● 様  

   伊 勢 原 市 田 中 ３ ４ ８ 番 地   

    伊 勢 原 市 長   塚 幾 子  □印   

あ な た に 賃 貸 し て い る 市 営 住 宅 の 家 賃 が 滞

納 と な っ て お り 、 市 営 住 宅 の 明 渡 し を 請 求 す

べ き と こ ろ 、 あ な た か ら 滞 納 家 賃 分 割 納 付 誓

約 書 の 提 出 が あ り ま し た の で 、 明 渡 請 求 を 猶

予 し て き ま し た 。 し か し 、 あ な た が 誓 約 し た

第  回 の 納 付 が あ り ま せ ん 。 直 ち に お 支 払 い

く だ さ い 。 今 後 も 不 履 行 と な っ た 場 合 は 、 市

営 住 宅 の 使 用 許 可 を 取 り 消 し 、 明 渡 し を 請 求

し ま す 。 家 賃 の 支 払 い 及 び 市 営 住 宅 の 明 渡 し

に 応 じ な い 場 合 は 訴 訟 を 提 起 し ま す 。  


